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紀南地域における廃棄物処理のイメージ
将来的に以下に示すような生活系廃棄物、事業系廃棄物の処理が一体となった体制の構築を目指すものとする。

管理

連携

統一

発生抑制、排出抑制
への取り組み

●環境に配慮した
　　　製品の製造、販売
●徹底した分別
●従業員に対する環境啓発

事業者の役割

●買い物の段階での工夫
●消費の段階での工夫
●排出の段階での工夫

住民の役割

資源化と減量化の推進

●資源化品目の統一

資源化の推進

住民・事業者

市町村・県

ﾘｻｲｸﾙ業者

●地域の実情に適した
　　有料化の実施
●排出者負担の公平性
●排出抑制効果の公表
●得られた財源の活用

ごみ処理の有料化

●まずは地域内で資源化

地域内での資源化の推進

事業者

産業界・市町村・県

ﾘｻｲｸﾙ業者

市町村ごみ減量
推進協議会

地区ブロックの体制
紀南地域資源循環
推進協議会

●施設の集約化を目指
　す広域処理施設
●最終処分物を最少化、
　無害化出来るｼｽﾃﾑ

生活系廃棄物処理施設の確保

　　●生活系・事業系廃棄物を併せて処分
　　●中間処理に伴い発生する処理残渣を受入対象
　　●既存のﾘｻｲｸﾙｼｽﾃﾑを阻害しない料金設定

最終処分場の確保

中間処理後
の処理残渣

資源ごみ

中間処理後
の処理残渣

市町村

県

事業者・産業界

●環境教育の充実、
　　　啓発活動の実施
●ｼｽﾃﾑづくりと支援
●情報等の提供
●行政機関が自ら実践
●法律の見直しや整備
　　　の働き掛け

生活系廃棄物
既存施設の活用徹底

行政の役割

●既存施設での共同処
　理を行う等により対応
（ごみ処理広域化計画に基づ
　く広域処理施設が出来るま
　での間）

中間処理施設

事業系廃棄物
既存施設の活用徹底

●地域内ﾘｻｲｸﾙ業者を最
　大限活用
●収集運搬ｼｽﾃﾑの連携
　・支援

地域内の中間処理施設

●地域内処理が困難で、
　地域外で資源化又は無
　害化処理は継続
●委託先業者での適正処
　理の確認

地域外の処理技術の活用を継続

公共関与

●地域内処理が望まれる
　廃棄物は、排出事業者・
　産業界・行政が連携して
　検討

事業系廃棄物処理施設の確保

紀南地域資源循環型
社会システム推進会議




